
＜質問＞ 
netNACCS用及び自社システム用の通関士登録方法について教えてください。 

＜回答＞ 
自社システム用が含まれますと、UTB（通関士証票番号登録）業務はできません。
NACCS掲示板[申込手続｜提出書類 2.システム設定関連書類]の 
「1-3 通関士登録調査票」を地域サービス課または各事務所へご提出ください。 
また、処理方式によって記載する欄が異なりますので、ご注意ください。 
提出は、自社システムがある事業所、実際に業務をされている事業所のどちらでも構
いません。なお、府省共通ポータル利用者ID通知書（通関士用）は、ご提出された事
業所に一括して送付いたしますので、社内で調整をお願いいたします。 

・パッケージソフト用 
 （インタラクティブ、メール、） 
・自社システム用  
 （POP3） 

netNACCS用 

自社システム用 
（SMTP双方向、DI） 
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